
「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和６年９月分） 

 

見出し 0609-1 通学路の草刈り、やぶ刈りについて 

ご意見 人里への熊出没を未然に防ぐため、通学路の草刈り、やぶ刈りを積

極的に実施していただきたい。湊小学校と源道を結ぶ道路の付近は、

やぶになっており、以前にも、熊が目撃されていることから、園児や児

童の安全確保からも早急な刈り払いが必要です。 

 

回答 市では、クマなどの有害鳥獣について、「広報くじ」により、市民の

皆様へ注意喚起を行っているところであり、目撃情報が寄せられた場

合には、教育委員会に情報提供するとともに、防災無線により当該地

区の皆様へ注意を呼びかけています。やぶの刈払いにより見晴らしを

よくすることは、有害鳥獣を寄せ付けない効果がありますことから、

土地所有者を中心に町内会など地域全体で取り組むことが必要であ

り、このような対策につきましても引き続き周知に努めてまいります。 

また、教育委員会では、今年の３月に、「クマ出没対応マニュアル」

並びに「クマ出没時連絡網」を策定し、各学校と関係機関とで連携し

て、クマ出没に迅速に対応できる連絡体制や登下校指導に努めている

ところです。今後も子供たちの安全を守るため、安全指導や一層の体

制整備に努めてまいります。 

久慈市内の草刈りについては、年に２回、早朝１時間清掃（草刈り）

を市民に呼びかけて、町内会等にご協力をいただいております。市道

における草刈り等の対応については、パトロールの実施や市民等から

の情報を基に、通行に支障や危険性がある場合には、市において、草刈

り対応を実施しているところでございます。 

今後におきましても、安全・安心に市道を利用できるよう適切な維

持管理に協力いただくと共に何かお気付きの点がありましたら情報提

供下さるようお願いいたします。 

 

担当課 

林業水産課   電話：0194-52-2122 

学校教育課   電話：0194-52-2155 

道路河川維持課 電話：0194-52-2151 

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和６年９月分） 

 

見出し 0609-2 夏井市民センターの花壇 

ご意見 12～13 年間前に花壇づくりをした時からの案件ですが、客土と堆肥

の投入を要望したいです。 

 

回答  夏井市民センターの花壇づくりでは、夏井町の皆さんから草取りや

草刈りなどの環境整備にご協力をいただいており、日ごろから感謝し

ております。 

 花壇への土と堆肥の投入の要望についてですが、今年度は、夏井市

民センターでは、定期的に肥料を投入しているほか、地域団体の協力

で土や肥料を提供いただいており、これから、花壇に投入する予定に

しています。 

今後も、花壇の環境整備、土壌改良に取り組んで参りますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

担当課 夏井市民センター 電話：0194-53-2581 

  



「市長への手紙」ＨＰ掲載データ（令和６年９月分） 

 

見出し 0609-3 朝・夕のチャイム（時報）について 

ご意見  あまちゃんの曲もよいのですが、朝か夕かどちらかを久慈市民歌に

してはどうでしょうか？ 

 

回答  朝・夕のチャイム（時報）について、朝か夕のどちらかを久慈市民歌

にしてはどうかという提言を頂きましたが、平成 18年３月６日の市村

合併以降、久慈市では市民歌を制定しておりません。 

「あまちゃん」のテーマ曲等を時報チャイムで採用するに当たりま

しては、どういった手法で楽曲を使用するか検討を行い、久慈市の特

徴を出すために、当市で親しまれているマンドリンの音色で行うこと

とした経緯がございます。 

ドラマの放送終了から 10年以上が経ちますが、いまだに根強い「あ

まちゃん」人気にあやかり、引き続き、全国に久慈市をＰＲしてまいり

ますので、「あまちゃん」の時報にも愛着を持っていただければ幸いで

す。 

 

担当課 総務課 電話：0194-52-2112 
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見出し 0609-4 市道の舗装整備 

ご意見 自宅の畑脇の砂利道路をシルバーカーが押せるように簡易舗装にし

てほしい。 

 

回答 ご提言のありましたご自宅の畑脇の道路は、市道であり、市が管理

している道路となっております。 

当該市道の舗装につきましては、市内各地から多くの要望を受けて

いることから、市全域の整備状況や財政状況等を勘案しながら整備の

検討を進めており、早期の整備は難しい状況となっております。 

なお、当該市道の穴ぼこの補修や砕石の補充につきましては、都度

対応して参りますので、お気づきの点がございましたらお知らせいた

だきますようお願いいたします。 

また、地域の方々と市が力を合わせて行う「市民協働道路等維持補

修事業」のご利用もご検討いただきますようお願いいたします。 

 

担当課 道路河川維持課 電話：0194-52-2151 
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見出し 0609-5 老人福祉施設の建設要望 

ご意見 夏井地区に老人福祉施設を整備してほしい。 

 

回答 老人ホーム又はデイサービスセンター等の老人福祉施設の整備は、

管内４市町村（久慈市・洋野町・野田村・普代村）で構成する「久慈広

域連合」が策定する事業計画に基づき、事業者を公募して進めており

ますが、整備する地区を限定した条件にはなっておりません。 

また、市では、民間の事業者が多数参入し、行政が関与する必要性が

変化している状況を踏まえ、市の既存の老人福祉施設については、基

本的に民営化する方向で進めており、市直営の新たな施設を整備する

予定は持ち合わせていないところです。 

多くの皆さんが、介護や生活支援が必要な状態になっても、可能な

限り住み慣れた地域で暮らしたいという願いをお持ちであると認識し

ております。 

市といたしましては、市内各地域で実施している「いきいき百歳体

操」を中心とした介護予防事業の充実を図るとともに、民間事業者、ボ

ランティア、ＮＰＯ法人等による多様で継続的な支援体制の整備に取

り組むなど、市及び市内の老人福祉サービス事業所全体で高齢者の暮

らしを支えていけるよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

 

担当課 地域包括支援センター 電話：0194-61-1112 
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見出し 0609-6 川底の土砂や樹木 

ご意見 久慈川、長内川の河川敷の雑草による河道断面積の減少について 

 

回答  河川内の立ち木や堆積土砂については、川の流れを阻害し、洪水の

恐れがあることなどから、例年、久慈川及び長内川の河川管理者であ

る岩手県県北広域振興局土木部に対し、土砂撤去等を要望しています。 

 県からは「久慈川、長内川について継続的に河川内の土砂撤去等を

行っている。今年度は久慈橋上流の一部区間において立木伐採を計画

しているほか、川崎大橋周辺及び長内橋周辺において土砂撤去等を行

う予定としており、今後も河川巡視等により市内全体の状況を把握し

ながら、緊急性が高い箇所から順次、障害物の除去等を行っていく」と

伺っています。 

 引き続き、適切な河川管理が計画的に実施されるよう、県に対して

要望してまいります。 

 

担当課 建設企画課 電話：0194-52-2120 
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見出し 0609-7 河川敷のテニスコート 

ご意見  体育館前の河川敷のテニスコートを水害のたびに整地しています

が、この場所にテニスコートが必要なのか疑問です。 

 

回答 ご提言のありました久慈川河川公園内のテニスコートについてです

が、大会の開催やクラブ活動など幅広い年齢層の方々からご利用いた

だいている必要な公園施設であります。また、災害による被害は河川

公園全体に及ぶものでありますことから、被災施設の復旧に努め、機

能回復に取り組んでいるものであります。 

 

担当課 道路河川維持課 電話：0194-52-2151 
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見出し 0609-8 滝ダムの安全性について 

ご意見 滝ダム周辺で砕石をしているが決壊することはないのか 

 

回答 滝ダム周辺の砕石による滝ダムの安全性については、滝ダム施設管

理者である滝ダム管理事務所から、「民間事業者において採石が行われ

ているが、滝ダム施設への安全性には問題はないものと認識している」

と伺っています。 

 

担当課 建設企画課 電話：0194-52-2120 
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見出し 0609-9 大尻保育園について 

ご意見 大尻保育園の廃止が、地区の総会で決定されている。市としてどの

ように進めてきたのか。 

 

回答 大尻保育園は、平成 23年４月１日に在園児童数の減少により休園と

し、令和５年４月１日に廃止としたところですが、休園・廃止のいずれ

の場合においても、地区の皆様に市広報の配布と併せてチラシを配布

のうえ住民説明会を開催し、地区の皆様との協議により、方針を決定

しております。 

また、保育園廃止後の旧園舎の地区での利活用について、町内会長

を通じ、ご希望を伺っておりますが、地区での意思決定方法等につき

ましては、市では関与できかねますので、地区内で協議いただきます

ようお願いいたします。 

 

担当課 子育て世代包括支援センター 電話：0194-52-2169 

  


